
 
 

業務方法書新旧対照表                                     別紙２ 

改     正     案 現           行 

業  務  方  法  書 ( 豆類事業 ） 

 

第 １ 章                    [略]     

第 １ 条から第 ２ 条         [略] 

 

第 ２ 章                 [略] 

第 ３ 条から第 ８ 条      [略]  

           

第 ３ 章  価格差補てん事業 

第 ９ 条                 [略] 

 

（補てん基準価格及び最低基準価格） 

  第１０条 協会は、毎年１０月２５日までに、当該年産の対象豆類について、原則として 

    規格の２等品を対象として補てん基準価格及び最低基準価格（以下「基準価格」

と総称する。）を定めなければならない。 

   ２ 補てん基準価格は、対象豆類の価格差補てん助成金（以下この章及び第５章に 

    おいて「助成金」という。）を交付するときの基準となる価格とする。 

 

第３項から第５項     [略]  

   ６ 削除 

   ７ 削除 

 

   第６項から第８項 

   

（等級間格差） 

第１１条  

第１項から第２項     [略] 

３ 前条第６項から第８項までの規定は、等級間格差について準用する。 

   

第１２条から第１５条      [略] 

    

第 ４ 章            [略] 

第１６条から第１７条      [略] 

   

（経費の助成） 

第１８条  

   第１項          [略] 

業  務  方  法  書 ( 豆類事業 ） 

 

第 １ 章                    [略]     

第 １ 条から第 ２ 条         [略] 

 

第 ２ 章                 [略] 

第 ３ 条から第 ８ 条      [略]  

           

第 ３ 章  価格差補てん事業 

第 ９ 条                 [略] 

 

（補てん基準価格・最低基準価格及び積立基準価格） 

  第１０条 協会は、毎年１０月２５日までに、当該年産の対象豆類について、原則として 

    規格の２等品を対象として補てん基準価格・最低基準価格及び積立基準価格（以

下「基準価格」と総称する。）を定めなければならない。 

   ２ 補てん基準価格は、対象豆類の価格差補てん助成金（以下この章及び第６章に 

    おいて「助成金」という。）を交付するときの基準となる価格とする。 

 

第３項から第５項     [略]  

   ６ 積立基準価格は、生産者積立金を積み立てるときの基準となる価格とする。 

   ７ 積立基準価格は、基本価格の１００分の１３０を乗じて得た金額を基準として

定めるものとする。 

   第８項から第１０項    [略] 

   

（等級間格差） 

第１１条  

第１項から第２項     [略] 

３ 前条第８項から第１０項までの規定は、等級間格差について準用する。 

 

第１２条から第１５条      [略] 

    

第 ４ 章            [略] 

第１６条から第１７条      [略] 

   

（経費の助成） 

第１８条  

   第１項          [略] 



 
 

改     正     案 現           行 

   ２ 前項の保管に要する経費は、金利及び保管料（以下、この章及び第５章におい

て「助成金」という。）とする。 

     ３             [略] 

 

  

  第 ５ 章  削除 

 

第２２条 削除 

   ２ 削除 

   ３ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ５ 章                           

   第２２条から第２７条               

 

 

 

 

附    則 

この業務方法書は、令和２年１０月２１日から施行し、令和２年産から適用する。 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

      ２ 前項の保管に要する経費は、金利及び保管料（以下、この章及び第６章におい

て「助成金」という。）とする。 

   ３               [略] 

  

 

第 ５ 章  生産者積立金 

（生産者積立金） 

第２２条 協会は、対象豆類の第１２条第２項の規定による平均販売価格が、積立基準価

格を上回ったときは、別に定める算式によって算出される額を基準として定める

金額を、生産者積立金として集荷団体に対して協会に寄託させるものとする。た

だし、別に定める災害による場合は、この限りでない。 

 

   ２ 生産者積立金は、資産管理規程第４条に規定する管理財産として管理するもの

とする。 

   ３ 生産者積立金は、寄託条件の定めるところにより、資産管理規定第７条に規定

する豆類価格安定対策事業準備財産（以下「事業準備財産」という。）に繰り入

れるため、これを取り崩すことができるものとする。 

      

  第 ６ 章              [略] 

   第２３条から第２８条        [略] 

 

 

 

 

附    則 

この業務方法書は、令和２年４月１日から施行し、令和元年産から適用する。 

    

 


